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「基 本 方 針 」 

 

 共 立 信 用 組 合 の「地 域 密 着 型 金 融 の機 能 強 化 の推 進 に関 するリレ

ーションシップバンキングアクションプログラム（１７年 から１８年 度 ）」作 成

に当 り、今 後 実 行 すべき推 進 項 目 と推 進 策 について以 下 のような基 本

的 方 針 の基 に立 案 いたしました。 

 旧 リ レ ー シ ョ ン シ ッ プ バ ン キ ン グ （ １ ５ ～ １ ６ 年 度 ） 計 画 推 進 に お い て の

方 針 と致 しました組 合 創 業 の理 念 に基 づく地 域 の皆 様 とふれあいを大

切 に共 存 共 栄 を旨 とした地 域 中 小 企 業 の経 済 力 の向 上 ならびに地 域

の皆 様 の生 活 の向 上 に寄 与 するとともに、地 域 社 会 の繁 栄 に貢 献 し地

域 になく てはなら ない組 合 をめざ し、地 域 に深 く根 ざ した 信 頼 関 係 の基

に事 業 を拡 大 しつつ永 続 して金 融 サービスを提 供 する事 が地 域 密 着 型

金 融 であり組 合 の基 本 とする所 であります。 

 日 本 の経 済 はバブル崩 壊 による長 引 く不 況 により地 域 中 小 企 業 は渾

身 の努 力 を傾 注 しながら景 気 回 復 を待 ち望 んでまいりました。これまで

の間 には厳 しい現 実 に阻 まれ、企 業 閉 鎖 や倒 産 、廃 業 等 企 業 淘 汰 が

あ っ た 事 は 否 め な い 事 実 で あ り 、 地 域 産 業 構 造 の 変 化 及 び 地 域 構 成

の変 化 が地 域 特 性 と成 って変 化 して来 ております。 

 創 業 52 年 を迎 え経 済 の変 動 に対 し、共 立 信 用 組 合 は常 に組 合 員 と

共 に 歩 み 、 組 合 員 の 組 合 を 経 営 方 針 と し て 経 済 の 変 化 に 対 し て も 地

域 と共 に邁 進 してまいりました。 

 新 リレーションシップバンキング推 進 にあたっても全 く経 営 スタンスは変

わらず、より一 層 理 念 の実 現 のため、地 域 の活 性 化 と生 活 向 上 の金 融

を通 じた地 域 金 融 の円 滑 化 の推 進 役 を徹 底 して参 ります。 

 新 アクションプログラムでは、3 大 項 目 を地 域 密 着 型 金 融 の一 層 の推

進 策 として掲 げられております。その中 で「経 営 力 の強 化 」を目 指 した、

リスク管 理 態 勢 の充 実 、ガバナンスの強 化 、法 令 等 の遵 守 （コンプライ

ア ン ス ） 体 制 の 強 化 等 が 求 め ら れ 、 こ れ ら の 機 能 強 化 に 対 し 組 合 の 地

域 特 性 を充 分 見 定 めながら強 化 推 進 を図 ることとし、旧 リレーションシッ

プ バ ン キ ン グ で 構 築 し た 共 立 信 用 組 合 の 有 す る 機 能 の 一 層 の 強 化 を

図 り 、 地 域 密 着 型 金 融 の 本 来 の 使 命 で あ る 地 域 の 金 融 資 源 の 有 効

的 活 用 としての融 資 の拡 大 による地 域 貢 献 を図 り、以 って組 合 の経 営

強 化 を 図 る 事 を 「選 択 」 項 目 と 致 しま す 。 ま た 、 並 行 推 進 項 目 とし て 不

良 債 権 の 圧 縮 は 事 業 統 合 時 よ り の 懸 案 と な っ て い る 「 集 中 」 す べ き 事

項 であり今 後 も着 実 で確 実 な改 善 強 化 推 進 を図 り健 全 性 向 上 に努 め

てまいります。 

個 別 計 画 の取 組 方 針 につきましては後 記 のとおり、当 組 合 規 模 ・経

営 資 源 に 合 った計 画 と推 進 を実 施 し 、その進 捗 状 況 を分 かりや すく工

夫 して公 表 して参 ります。 

以上 
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「大 項 目 毎 の取 組 方 針 」 

 

１．事 業 再 生 ・中 小 企 業 金 融 の円 滑 化 の取 組 方 針  

 

地 域 金 融 機 関 が 経 済 基 盤 と し て の 中 小 企 業 を 支 え て い く こ と は 最 大 の 使 命

で あ り 、 中 小 企 業 金 融 の 円 滑 化 は 地 域 金 融 機 関 と 顧 客 ・ 利 用 者 の 信 頼 関 係

の構 築 にほかならず、その為 のスキル向 上 の推 進 に努 めたい。 

旧 リレーションシップバンキングにおける集 中 改 善 期 間 の 2 年 間 においても取

組 んできたところですが、なお一 層 、組 合 の特 性 である地 域 に密 着 した営 業 を通

じ 、 将 来 性 あ る ニ ー ズ の 発 掘 ・ 育 成 の た め の 整 備 を 図 り 、 「 目 利 き 能 力 」 向 上 と

し て 職 員 の 総 合 的 能 力 向 上 を 目 指 す 。 ス キ ル と ノ ウ ハ ウ 、 そ し て 情 報 の 共 有 化

に よ る 迅 速 な 対 応 体 制 作 り を 図 り 、 将 来 的 に は 目 利 き 能 力 に 基 づ く 企 業 経 営

改 善 ・金 融 円 滑 化 等 の向 上 を図 って参 ります。 

 

（１）創 業 ・新 事 業 支 援 機 能 の強 化  

 （要 請 事 項 その１）審 査 能 力 （目 利 き能 力 ）の向 上 、創 業 ・新 事 業 支 援 機 能

等 の強 化  

①  融 資 審 査 機 能 の強 化 及 び外 部 機 関 との連 携 強 化  

 

創 業 ・ 新 事 業 支 援 強 化 の 一 環 と し ての 業 種 別 専 担 者 の 配 置 に つ いて は、 人

的 要 因 等 に よ り 配 置 の 困 難 さ が あ り 取 組 ま ず 、 重 点 強 化 期 間 に お い て も 一 人

の担 当 者 が特 定 の業 種 だけを担 当 する専 担 制 は当 組 合 では非 現 実 的 であると

考 慮 し 見 送 り 、 職 員 の 総 合 的 な レ ベ ル ア ッ プ を 図 る 事 が 「 目 利 き 能 力 」 向 上 に

繋 げる事 としたい。 

部 分 的 に知 識 ・ノウハウが偏 ることなく営 業 店 の融 資 担 当 者 、営 業 担 当 者 に

は レ ベ ル ア ッ プ が 必 要 で あ る 。 し か し 、 組 織 力 と し て は 人 事 異 動 に よ る 配 置 替 え

等 により人 材 の育 成 も限 界 がありますが「目 利 き能 力 」の体 制 づくりには常 時 教

育 研 修 による知 識 向 上 を図 ります。 

今 後 も 、 「 目 利 き 能 力 」 の 向 上 に あ た り 内 外 部 研 修 参 加 に よ る 体 制 作 り を 継

続 し て い く と 共 に 、 営 業 店 の 融 資 渉 外 の 機 動 力 を 活 か し 、 工 場 ・ 作 業 場 ・ 店 舗

等 の 現 場 実 訪 、 ノ ウ ハ ウ の 蓄 積 と 情 報 の 共 有 化 、 取 引 先 等 か ら の 情 報 収 集 、

外 部 団 体 の情 報 収 集 と提 供 （商 工 会 議 所 ・中 小 企 業 センター等 ）を実 践 する。 

外 部 団 体 と の 接 触 は 集 中 改 善 期 間 に お い て 課 題 と な っ た 項 目 で も あ り 、 重

点 強 化 期 間 はその活 用 と成 果 を求 めていきたい。また、取 引 先 からの経 営 情 報

の収 集 は一 般 的 な情 報 とは違 いその習 得 には難 しいものがあるが、日 々の企 業

と の コ ン タ ク ト を 持 つ 、 営 業 店 に 期 待 し て い る と こ ろ で あ る 。 か つ 、 カ バ ー で き な い

部 分 については外 部 専 門 家 の活 用 を図 りたい。 

 

（２）取 引 先 企 業 に対 する経 営 相 談 ・支 援 機 能 強 化  

（要 請 事 項 そ の 1）コン サル ティング 機 能 及 び情 報 提 供 機 能 強 化 、 経 営 相 談 、

支 援 機 能 強 化  

  ①コンサルタント機 能 ・情 報 提 供 の一 層 の強 化  
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ビ ジ ネ ス ・ マ ッ チ ン グ 情 報 提 供 機 能 と し て 業 務 部 を 担 当 と し て 企 業 先 交 流 会

（年 1 回 ）、企 業 セミナー（年 1 回 ）、きょうしんビジネス・ネットワーク誌 の発 刊 （年

2 回 ） に よ る マ ッ チ ン グ 情 報 の 機 会 の 場 の 提 供 を 実 施 し て い る 。 成 果 と し て も 数

件 で あ る が 実 績 が 見 ら れ る 。 今 後 も 継 続 発 展 さ せ リ ー フ レ ッ ト の Ｐ Ｒ 、 商 談 件 数

の増 加 を図 っていくようにしたい。 

取 引 先 企 業 が 期 待 す る も のは第 一 に資 金 繰 り支 援 で あり 、経 営 に役 立 つ 情 報

で あ る が 、 コ ン サ ル タ ン ト 機 能 と し て 都 信 協 の 支 援 活 動 を 活 用 し た 中 小 企 業 診

断 士 の 利 用 と 同 時 に 「 企 業 セミ ナ ー 」 の開 催 に よ り 経 営 情 報 提 供 ・ 相 談 機 能 の

強 化 に繋 げたいと考 えております。 

 

（要 請 事 項 その 2）要 注 意 先 債 権 等 の健 全 債 権 化 等 に向 けた取 組 みの強 化  

  

地 域 中 小 零 細 事 業 者 に対 する経 営 改 善 支 援 は旧 行 動 計 画 に引 き続 き取 り

組 み 、 定 期 的 モ ニ タ リ ン グ に 基 づ く 事 業 実 態 把 握 に 一 層 配 慮 し 、 問 題 点 の 改

善 ・ 解 消 に よ る 債 務 者 区 分 の 引 上 げ 、 問 題 点 発 生 或 い は 兆 候 の 早 期 発 見 に

よ る 債 務 者 区 分 維 持 、 約 定 遅 延 時 の 原 因 究 明 と そ れ に 基 づ く 今 後 の 防 止 対

策 の実 施 という柱 により債 権 健 全 化 の強 化 を図 って参 ります。 

 な お 、 経 営 改 善 支 援 の ス キ ル ア ッ プ に は 外 部 専 門 家 ＝ 中 小 企 業 診 断 士 （ 都

信 協 が １ ７ 年 度 よ り 新 設 し た 制 度 を 利 用 ） に よ る 関 係 職 員 研 修 等 を 実 施 し て 参

ります。 

 ま た 地 域 経 済 動 向 及 び 事 業 経 営 者 の 問 題 意 識 の 傾 向 に つ い て は 、 行 政

（区 ・都 ）の四 半 期 景 況 調 査 結 果 等 を参 照 し、経 営 改 善 支 援 アプロー チ の際 に

活 用 をして行 く所 存 であります。 

 

（要 請 事 項 その 3）健 全 債 権 化 強 化 に関 する実 績 の公 表 等  

 

本 項 に係 る旧 行 動 計 画 の実 績 公 表 においては取 組 先 数 等 を開 示 しておりま

したが、新 行 動 計 画 では情 報 保 護 の点 から取 引 先 の同 意 が不 可 欠 の前 提 とな

り ま す が 、 経 営 改 善 ・ 再 生 支 援 の 手 法 、 具 体 的 な 内 容 等 に つ き 取 引 先 の 同 意

の範 囲 内 で公 表 を検 討 して参 ります。 

 そ れ に よ り 、 改 善 支 援 の 内 容 に 関 す る 情 報 を 地 域 に 広 く 開 示 す る こ と が 出 来

れば、地 域 内 で事 業 を営 む方 々の経 営 改 善 指 針 に資 するものとなり、当 組 合 の

取 組 姿 勢 も更 に正 当 に地 域 から評 価 されるものと考 えております。 

 

（３）事 業 再 生 に向 けた積 極 的 取 組 み 

（ 要 請 事 項 そ の １ ） 早 期 に 地 域 経 済 の 活 性 化 を 図 る た め 中 小 企 業 の 過 剰 債

務 の解 消 や事 業 再 構 築 など事 業 再 生 に向 けた取 組  

①  外 部 機 関 の事 業 再 生 機 能 の一 層 の活 用  

②  金 融 実 務 に係 る専 門 的 人 材 ・ノウハウの活 用  

 

( 要 請 事 項 そ の ２ ) 再 生 支 援 実 績 に 関 す る 情 報 開 示 の 拡 充 、 再 生 ノ ウ ハ ウ 共

有 化 の一 層 の推 進  
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営 業 店 において事 業 再 生 に取 組 むためには相 当 の知 識 と経 験 及 びそ のスキ

ル 向 上 に は 時 間 を 要 す る と こ ろ で あ る 。 担 当 部 署 を 管 理 部 と し て 取 組 み 体 制 を

構 成 し て い る が 、 当 組 合 で は 対 象 先 の 抽 出 を は じ め 再 生 支 援 融 資 の ノ ウ ハ ウ

の不 足 等 困 難 な課 題 が多 すぎ荷 の重 い項 目 である。 

よ っ て 、 対 象 先 実 現 の 際 に は 中 小 企 業 再 生 支 援 協 議 会 の 支 援 を 仰 ぎ 、 管

理 部 を 仲 介 と し て そ の 対 応 を 進 め た い。 然 る に 当 面 は 中 小 企 業 再 生 支 援 協 議

会 と の 再 生 ノ ウ ハ ウ の 支 援 受 け と 接 点 確 保 、 内 容 の 把 握 等 に 努 め た い 。 現 在

のところ、再 生 支 援 の実 績 については皆 無 であります。 

 

(４ )担 保 ・保 証 に過 度 に依 存 しない融 資 の推 進 等  

（ 要 請 事 項 そ の １ ） キ ャッ シ ュ フ ロー を 重 視 し不 動 産 担 保 ・ 保 証 に過 度 に 依 存

し な い融 資 の 促 進 、包 括 根 保 証 の適 切 な 見 直 し 、第 三 者

保 証 の適 正 化  

 ①担 保 ・保 証 に過 度 に依 存 しない融 資 の推 進  

 

キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 等 に よ る 定 量 面 把 握 及 び 経 営 者 資 質 、 加 工 ・ 販 売 技

術 等 定 性 面 把 握 に よ り 、 償 還 資 力 と 事 業 継 続 可 能 性 を 判 断 し 、 取 引 先 の 経

営 と 収 益 確 保 の た め に 必 要 な 資 金 申 込 に つ い て は 、 信 用 貸 部 分 が 発 生 し て も

対 応 を 前 提 に 取 上 げ 検 討 と し て 地 域 中 小 零 細 事 業 者 へ の 金 融 円 滑 化 を 図 り

ま す 。 取 引 先 実 態 把 握 の 為 の 定 期 的 モ ニ タ リ ン グ 、 調 査 判 断 ス キ ル の 一 層 の

向 上 につき、十 分 に配 意 して取 り組 みます。 

 財 務 制 限 条 項 の 活 用 は 地 域 中 小 零 細 事 業 者 の 特 性 を 鑑 み 、 ス コ ア リ ン グ モ

デ ル の 活 用 は 当 組 合 の リ ス ク デ ー タ 整 備 状 況 を 鑑 み 、 共 に 当 面 は 導 入 見 送 り

の措 置 と致 します。 

 包 括 根 保 証 の廃 止 に関 する対 応 は、保 証 極 度 と対 象 期 限 を特 定 する形 式 で

の 新 保 証 約 定 書 を １ ７ 年 度 よ り 導 入 し 、 同 趣 旨 に 沿 っ た 新 信 組 取 引 約 定 書 は

１７年 ９月 からの使 用 に向 け調 製 を進 めております。 

 また第 三 者 保 証 については、 従 前 より回 収 手 続 入 りとなった際 のトラブル発 生

懸 念 が 否 め な い の で 実 務 上 回 避 対 応 を 原 則 と し て 参 り ま し た 。 今 後 も 第 三 者

保 証 による取 引 先 融 資 枠 拡 張 は行 わない所 存 であります。 

 

（ 要 請 事 項 そ の ２ ） 中 小 企 業 金 融 の 円 滑 化 や リ ス ク 軽 減 を 図 る た め の 資 金

調 達 手 法 の多 様 化 等 に向 けた推 進  

 ②中 小 企 業 の資 金 調 達 手 法 の多 様 化 等  

 

地 域 密 着 型 金 融 を推 進 し且 つ地 域 集 中 リスクの軽 減 を果 たす目 的 で地 域 Ｃ

Ｌ Ｏ 等 様 々な 制 度 が設 立 さ れ つつ あり ま すが 、 現 状 当 組 合 単 独 で は 取 り組 み 難

い 側 面 が あ り 、 内 部 知 識 の 蓄 積 ・ 行 政 動 向 等 を 踏 ま え 、 機 が 熟 す れ ば 検 討 を

行 えるよう留 意 します。 

 今 一 つ の 資 金 調 達 手 法 の 多 様 化 （ 知 的 財 産 権 担 保 融 資 ・ 動 産 担 保 融 資

等 ） に 関 し て は 、 担 保 評 価 手 法 ・ 融 資 シ ス テ ム 対 応 等 の 用 意 が 無 いと 言 う 当 組

合 内 部 事 情 及 び地 域 中 小 零 細 事 業 者 の実 態 と言 う外 部 事 情 から導 入 は当  
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面 見 送 りとせざるを得 ないところであります。 

 

（５）顧 客 の説 明 態 勢 の整 備 、相 談 苦 情 処 理 機 能 の強 化  

(要 請 事 項 その１)顧 客 の説 明 態 勢 の整 備 及 び相 談 苦 情 処 理 機 能 の強 化  

①内 部 規 程 の整 備  

②営 業 店 における実 効 性 の確 保  

③苦 情 実 例 の分 析 ・還 元  

 

取 引 先 との より よ い信 頼 関 係 を 築 く ため必 然 的 に説 明 責 任 が 果 た せるよ う に

する仕 組 みの構 築 が必 要 で あり、担 当 部 署 によ る 顧 客 説 明 マニ ュア ル の整 備 、

営 業 店 での実 効 性 の監 査 など定 期 的 なチェックが重 要 である。 

当 組 合 においては集 中 改 善 期 間 においても苦 情 データ判 例 の集 計 統 計 を 取

ってきたが、融 資 に対 する苦 情 が非 常 に少 なく、説 明 態 勢 が構 築 されているもの

と 判 断 し たいが 、 各 営 業 店 の苦 情 に対 す る認 識 の違 いに よる もの か 、監 査 教 育

体 制 の指 導 強 化 が必 要 と思 われる。                    

融 資 取 引 顧 客 に 対 し 、 そ の 背 景 ・ 属 性 に 応 じ 当 組 合 側 が 貸 手 と し て 相 応 の

説 明 義 務 を 負 っ て い る こと を 認 識 し 、 相 手 方 情 報 の 相 互 理 解 が 爾 後 の 問 題 発

生 の未 然 防 止 及 び問 題 の早 期 発 見 と対 処 に繋 げられるよう、融 資 取 引 の各 局

面 に おいて適 時 適 切 な 説 明 の標 準 的 実 施 を 目 的 とし た マ ニ ュア ル を制 定 し 、 内

部 研 修 等 の手 法 をもって此 れを周 知 定 着 させ、その 後 の運 用 状 況 は内 部 監 査

によりフォローアップして参 ります。 

発 生 し た 苦 情 ト ラ ブ ル に 誠 実 に 対 応 し 、 そ の 原 因 究 明 と ル ー ル の 改 正 な ど に

よ る 再 発 防 止 を 図 る 。 説 明 態 勢 の 整 備 、 苦 情 処 理 の 再 発 防 止 に は 苦 情 の 積

み 重 ね が 生 き た 事 例 と し て 財 産 に な り 、 説 明 体 制 の 構 築 へ と 繋 が る も の と 確 信

しています。 

ひ と つ の 苦 情 を 分 析 処 理 し 、 還 元 す る こ と に よ っ て 同 じ よ う な 苦 情 を 他 店 で も

発 生 しないように防 止 することの重 要 性 を認 識 させていきたい。 

ま た 、 外 部 意 見 の 参 考 と し て 業 務 監 理 部 を 担 当 と し て 「 地 域 金 融 円 滑 化 会

議 」における意 見 交 換 等 を参 照 し、他 金 融 機 関 で実 際 に対 応 した事 例 なども取

入 れていく方 針 であります。 

 

(６）人 材 の育 成  

  （ 要 請 事 項 そ の １ ） 地 域 密 着 型 金 融 の 効 率 的 推 進 の た め 、 金 融 機 関 の ビ ジ

ネ ス モ デ ル を 踏 ま え 、 企 業 の 将 来 性 技 術 評 価 で き る 能

力 、経 営 支 援 能 力 向 上 など人 材 育 成 の取 組  

 

再 生 支 援 の 意 識 改 革 と し て 、 再 生 支 援 に よ る 融 資 継 続 的 可 能 性 、 差 別 化

等 で得 られるリターンの重 要 性 を認 識 できるスキル向 上 を行 う。 

しかし、何 から何 まで営 業 店 の担 当 者 が教 育 を受 けるには限 度 がある。細 部

にわたるところは融 資 部 の専 担 部 署 に任 せ、営 業 店 担 当 者 においては中 枢 的

な部 分 の徹 底 教 育 を行 い即 実 践 態 勢 の整 備 を図 っていく。 

以 上 のような取 組 方 針 であり、１．（１）創 業 ・新 事 業 支 援 機 能 の強 化 で記 載  
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し た と お り 、 専 担 担 当 者 の 設 置 は 現 実 的 で な い の で 総 合 的 に 能 力 向 上 を 図

る事 と致 します。 

 

２．経 営 力 強 化 の取 組 方 針  

 

金 融 機 関 に と っ て 各 種 の 経 営 活 動 を 実 践 す る 上 で 経 営 体 力 の 維 持 は 重 要

である。そのための健 全 経 営 の強 化 は具 体 的 に「適 正 収 益 の確 保 」である。 

これ に は 、 新 た な バ ー ゼ ル 基 準 に 対 応 で き る リ ス ク 管 理 態 勢 を 充 実 さ せ る と と

も に 、 各 種 リ ス ク 排 斥 の た め の 法 令 遵 守 態 勢 の 強 化 、 Ｉ Ｔ の 経 営 戦 略 活 用 、 統

一 化 し た 経 営 ガ バ ナ ン ス の 強 化 推 進 を 図 る と と も に 、 コス トと リ ス ク の 定 量 化 と し

て の 管 理 会 計 を 整 備 し 、 ビ ジ ネ ス モ デ ル と し て の 高 収 益 体 質 の 構 築 を し な け れ

ばならない。 

当 組 合 は 、 成 果 と し て の 収 益 を あ げ る た め リ ス ク 管 理 態 勢 の 強 化 と リ ス ク 防

止 のためのコンプライアンス態 勢 の推 進 、中 でも顧 客 情 報 管 理 態 勢 の充 実 を図

り リ ス ク 回 避 に 努 め ま す 。 そ の 結 果 と し て 利 用 者 の 信 頼 を 確 保 し 継 続 性 の 維 持

が 出 来 る も の と 確 信 し 、 か つ 、 地 域 と と も に 共 存 繁 栄 す る 姿 勢 を 鮮 明 に し て ま い

ります。 

 

( 1 )リスク管 理 態 勢 の充 実  

（要 請 事 項 そ の１）バーゼル Ⅱ（新 し い自 己 資 本 比 率 規 制 ）の導 入 に 備 え 、

自 己 資 本 比 率 の 算 出 方 法 の 精 緻 化 、 リ ス ク 管 理 の 高

度 化 、情 報 開 示 の充 実 に係 る態 勢 整 備  

 

新 Ｂ Ｉ Ｓ 規 制 の 態 勢 整 備 と し て リ ス ク 定 量 化 技 法 を 活 用 し 、 オ ペレ ー シ ョ ナ ル ・

リスクの追 加 を考 慮 しながらも最 低 所 要 自 己 資 本 比 率 （１１％台 ）の維 持 を図 り、

リ ス ク 全 般 に 関 す る 自 己 資 本 戦 略 を 策 定 し 、 デ ィ ス ク ロ ー ジ ャ ー 誌 及 び ホ ー ム ペ

ー ジ 等 で 市 場 規 律 に よ る 地 域 利 用 者 の 適 正 な 判 断 と 評 価 を 受 け る 態 勢 づ く り

を推 進 したい。 

 

( 2 )収 益 管 理 態 勢 の整 備 と収 益 力 の向 上  

（要 請 事 項 そ の１）債 務 者 区 分 と 整 合 的 な 内 部 格 付 制 度 構 築 ・ 採 算 金 利

設 定 体 制 整 備  

     ①収 益 管 理 態 勢 と収 益 向 上 のための取 組 み 

 

内 部 格 付 シ ス テ ム は１ ６年 度 より 試 行 を 開 始 す る も 、諸 般 の 事 情 か ら 年 度 内

に試 行 結 果 の確 定 とマニュアル整 備 完 了 に至 らなかったので、１７年 度 はこの遅

れを取 り戻 し且 つ１７年 度 格 付 結 果 を得 るべく鋭 意 努 力 中 であります。 

 採 算 金 利 設 定 手 法 に つ いて は 、 基 本 的 に は 信 用 リ ス ク デ ー タ の 蓄 積 を 待 っ た

と ころ で 考 慮 す る も の と 考 え ま す が 、 査 定 債 務 者 区 分 ベー ス で の 現 行 取 扱 金 利

の状 況 をデータ化 して把 握 のうえ当 面 のリスクコスト算 定 手 法 を研 究 し、収 益 管

理 に資 するものとしての適 正 な対 価 負 担 の在 り方 を考 量 して参 ります。 
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( 3 )ガバナンスの強 化  

（要 請 事 項 その２）協 同 組 織 金 融 機 関 のガバナンス向 上  

①半 期 開 示 の充 実 と実 施 。 

②総 代 会 に一 般 組 合 員 の意 見 を反 映 させる仕 組 み等 、総 代 会 の機

能 強 化 。 

 

諸 広 報 による経 営 実 績 の公 表 内 容 の充 実 を図 りわかりやすい内 容 の開 示 を

し 、 財 務 内 容 の 適 正 な 確 認 を 地 域 利 用 者 に し て も ら う 。 そ の 為 に も デ ィ ス ク ロ ー

ジ ャ ー 誌 、 ホ ー ム ペ ー ジ 上 に お い て も 地 域 利 用 者 の 目 線 で の 理 解 し や す い 、 公

開 をしていきたい。 

一 方 、 役 員 と 総 代 等 の 意 見 の 交 換 、 ま た 、 新 た な 評 議 員 を 交 え た 懇 談 会 等

の開 催 による総 代 会 への意 見 の反 映 をはかる態 勢 作 りをしていき、総 代 の活 性

化 並 びに地 域 の活 性 化 を図 っていきたい。 

 

（４）法 令 遵 守 （コンプライアンス）態 勢 の強 化  

 （要 請 事 項 その１）営 業 店 に対 する法 令 等 遵 守 状 況 の点 検 強 化 策  

 （要 請 事 項 その２）適 切 な顧 客 情 報 の管 理 ・取 扱 いの確 保  

 

マ ニ ュ ア ル 等 の 整 備 の 徹 底 、 コン プ ラ イ ア ン ス 担 当 者 の 配 置 、 監 視 体 制 の 確

立 を 遂 行 し 、 こ れ が 業 務 フ ロ ー の 中 に 取 り こ ま れ 各 々 が 業 務 機 能 を 発 揮 で き る

実 効 性 のある仕 組 み作 りを組 合 全 体 として実 践 している。 

集 中 改 善 期 間 で の 取 組 は 以 後 も 継 続 し て 実 践 す る と と も に 、 強 化 期 間 に お

いてはコン プライアン スの必 要 性 を前 提 に事 前 防 止 のための改 善 部 分 の見 直 し

を図 っていく。 

①顧 客 対 応 の基 本  

公 共 的 ・社 会 的 責 任 ある企 業 として襟 を正 すことは金 融 機 関 の宿 命 であ

り、それゆえコンプライアンスのもつ重 要 性 を認 識 しなければならない。 

②実 効 性 の検 証  

態 勢 つくりの重 要 性 に加 え、担 当 部 署 は実 務 に活 かされているかチェック

し、仕 組 みの改 善 を加 えていく。 

③合 理 化 （効 率 化 ）とずさんな管 理 を区 別  

違 反 行 為 を 経 営 の 合 理 化 、 効 率 化 の 盲 点 と し て 認 識 す る の で は な く 管

理 態 勢 の 欠 如 と 考 え 、 担 当 部 署 は 相 互 牽 制 が 管 理 態 勢 の 中 で 実 効 性

の有 る体 制 となっているか検 証 に努 める。発 生 から改 善 等 の対 処 は当 然

で あ る が 、 管 理 態 勢 の 機 能 性 に 常 に 配 慮 し 実 態 と の 比 較 検 討 を チ ェ ッ ク

していく。 

 

（５） ＩＴの戦 略 的 活 用  

  （要 請 事 項 その１） ＩＴの戦 略 的 活 用   

 

Ｉ Ｔ の 活 用 は 利 用 者 ニ ー ズ に 即 し た 金 融 商 品 ・ サ ー ビ ス が 誰 に で も 安 く 、 速 く

提 供 することを目 指 すもので、当 組 合 はそれを将 来 的 構 想 の一 環 として捉 え 
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取 組 に 向 け た い と こ ろ で あ る が 、 当 面 は 利 用 者 保 護 と 利 便 性 の 拡 充 に 取 組

むことが優 先 課 題 として認 識 する。 

具 体 的 に は Ｉ Ｃ カ ー ド や 生 態 認 証 に よ る 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ー 対 策 を は じ め 、 振

込 機 能 の 改 善 、 提 携 入 金 の 検 討 等 Ａ Ｔ Ｍ 機 能 の 追 加 に よ る サ ー ビ ス 対 応 が 先

決 である。 

し か し 、 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク な ど 外 部 要 因 に よ る Ｉ Ｔ シ ス テ ム の 整 備 の

必 要 性 は 増 加 傾 向 に あ り 、 Ｌ Ａ Ｎ の 構 築 を は じ め と し て ネ ッ トに よ る 金 融 サ ー ビ ス

の提 供 を今 後 の検 討 課 題 と致 します。 

ま た 、 ＩＴ 導 入 に 際 し ては 構 築 段 階 で の経 営 方 針 の明 確 化 を図 り基 本 取 組 を

明 確 化 し、ＩＴ投 資 の目 的 を鮮 明 にして取 組 む方 針 である。 

 

（６）協 同 組 織 中 央 機 関 の機 能 強 化  

 （要 請 事 項 ）個 別 金 融 機 関 の市 場 リスク管 理 態 勢 等 の強 化 に向 けて取 り組

む 

 

  基 本 的 に Ｓ Ｋ Ｃ の Ａ Ｌ Ｍ シ ス テ ム を 活 用 し 、 市 場 関 連 リ ス ク の 管 理 態 勢 を 図 っ

て ま いり ま す 。 同 時 に 外 部 資 料 と し ま し て 、 証 券 会 社 の リ ス ク 量 の 算 定 を 参 照 し

リスク等 の把 握 に努 めています。今 後 も比 較 検 討 を重 ねながらＡＬＭ委 員 会 によ

る把 握 を実 施 して参 ります。 

 

３．地 域 の利 用 者 の利 便 性 向 上 の取 組 方 針  

 

地 域 金 融 機 関 である以 上 、地 域 貢 献 や利 用 者 満 足 度 を度 外 視 することは

出 来 ない。 

地 域 と共 存 を目 指 す金 融 機 関 である以 上 、地 域 活 性 化 を図 る為 の地 域 との

提 携 はごく自 然 である認 識 を持 つものである。 

地 域 での役 割 を十 分 認 識 した経 営 展 開 をしていくため、具 体 的 で分 かり易 い

目 標 を策 定 し、開 示 することが要 求 されているが、それは当 組 合 が地 域 の特 性

を活 かしどのようなビジネスを展 開 しようとしているのかを地 域 に広 くアピールする

ことと認 識 する。 

情 報 開 示 を分 かりやすさを重 点 に公 開 することで地 域 からの評 価 を受 け、信

頼 関 係 の継 続 的 維 持 が出 来 、地 域 密 着 型 金 融 の成 果 として金 融 機 関 自 身 の

収 益 向 上 に繋 がるものとする。 

 

（１）地 域 貢 献 に関 する情 報 開 示  

 （要 請 事 項 その１）地 域 貢 献 に関 する情 報 開 示  

 （要 請 事 項 その２）充 実 した分 かり易 い情 報 開 示 の推 進  

 

地 域 の現 況 を示 すべき利 用 者 目 線 で、分 かり易 い情 報 開 示 をしていく。 

たと えば 、 資 金 供 給 はど のよ う なもの で、 それ が どの よう に 地 域 のため に 活 かされ

ているかといった、単 に開 示 項 目 を増 やすといったものでなく、項 目 説 明 を加 味 し

た創 意 工 夫 を簡 潔 に表 示 することなどを組 合 全 体 で取 組 んでいきたい。また、 
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利 用 者 か ら の 質 問 相 談 に 対 し て の 回 答 例 を ホ ー ム ペ ー ジ 上 に 公 表 し 、 同 じ よ う

な質 問 ・相 談 を持 つ利 用 者 に対 して事 前 に回 答 できる態 勢 づくりを進 めたい。 

速 やかな回 答 も利 用 者 との信 頼 関 係 の構 築 の一 手 段 である。 

 

（３）地 域 の利 用 者 の満 足 度 を重 視 した金 融 機 関 経 営 の確 立  

（要 請 事 項 その１）地 域 特 性 等 を踏 まえた、利 用 者 満 足 度 アンケート等 調

査 実 施 及 びその結 果 の経 営 方 針 への反 映  

 

満 足 度 を 重 視 す る と こ ろ の 満 足 （ ニ ー ズ ） が 分 か ら ず し て こ の 取 り 組 み に は 対

応 で き な い も の と し 、 金 融 機 関 側 か ら の 均 一 的 サ ー ビ ス の 提 供 か ら 脱 却 し 、 顧

客 側 か ら の 見 方 へ と 転 換 し な けれ ば い つ ま で も 顧 客 の ニ ー ズ を 見 失 う こ と に な る 。

早 急 に 利 用 者 ニ ー ズ の 把 握 の た め 、 ア ン ケ ー ト 調 査 や 地 域 の 集 ま り 、 会 合 、 講

演 会 へ の 積 極 的 参 加 に よ り 、 情 報 の 収 集 を し 、 活 か せ る 態 勢 づ く り を 検 討 し て

いかなくてはならない。 

情 報 は 集 め 、 使 っ て 活 か し て 初 め て 成 果 を 生 む も の で あ る 。 情 報 を 集 め 、 情

報 を活 かし利 用 する管 理 態 勢 を一 元 化 し組 合 の戦 略 資 料 とし、地 域 金 融 機 関

の特 性 発 揮 の手 段 として活 用 する。 

 

（４）地 域 再 生 推 進 のための各 種 施 策 との連 携 等  

 （ 要 請 事 項 そ の １ ） 「 ま ち づ く り 」 や 地 域 再 生 に 向 け た 施 策 と 連 携 、 地 域 活 性

化 に向 けた施 策 との一 体 推 進  

 

地 域 全 体 の 活 性 化 を 計 画 的 に 実 施 す る も の で 、 地 域 団 体 、 商 工 団 体 等 の

連 携 な く し て 実 行 で き る も の で な く 、 「 ま ち づ く り 」 と し て は 当 組 合 に は 課 題 が 大 き

すぎる。よ って、大 きなプロジェ クトでは限 界 がある為 １．（２）①と関 連 して情 報 誌

を 活 用 し た地 域 の 企 業 先 紹 介 に よ る 地 域 の 活 性 化 に 取 組 み 、地 域 と 一 体 に な

っ た 推 進 体 制 を 築 き た い 。 ま た 、 当 組 合 が 地 域 情 報 の ハ ブ 基 地 と し て 、 利 用 者

の方 が発 信 したい情 報 や得 たい情 報 をＨＰ、ディスクロージャー誌 、ロビー、ＡＴＭ

コー ナ 、 セミ ナ ー を通 じ 、 各 種 情 報 を 提 供 して いく 方 法 を 検 討 して参 り ま すが 、 当

面 は商 店 街 の紹 介 等 で地 域 の活 性 化 に協 力 していきたい。 

 

以 上  

 


